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常
処
と
周
遊

渡

辺
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郎
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「
天
子
無
外
」
と
は

権
力
の
中
心
で
あ
る
王
権
は
、
必
ず
し
も
宮
中
に
常
処
せ
ず
、
頻
繁
に
移
動
す
る
。
王
権
の
常
処
と
移
動
と
の
相
互
関
係
が
つ
く
り

だ
す
政
治
空
間
の
諸
変
位
の
考
察
を
通
じ
て
、
様
ざ
ま
な
王
権
の
歴
史
的
特
質
を
あ
ぶ
り
だ
す
。
こ
れ
が
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の

ね
ら
い
で
あ
る
と
忖
度
す
る
。

こ
の
ね
ら
い
に
中
国
史
か
ら
応
え
う
る
格
好
の
言
葉
と
し
て
、「
天
子
無
外
」、
あ
る
い
は
「
王
者
無
外
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
春
秋

公
羊
伝
』
本
文
・『
春
秋
左
氏
伝
』
の
注
疏
を
出
典
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
戦
国
期
以
後
の
観
念
で
あ
る１

）
。「
天
子
無
外
」
と
は
、
中
国

の
王
権
に
は
内
外
の
区
別
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
う
す
こ
し
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
。

後
漢
の
蔡

『
独
断
』
巻
上
に
、
天
子
の
別
名
で
あ
る
天
家
に
つ
い
て
、「
天
家
と
は
、
百
官
・
小
吏
が
呼
ぶ
称
号
で
あ
る
。
天
子

に
は
内
外
の
区
別
が
な
く
、
天
下
を
家
と
す
る
、
故
に
天
家
と
称
す
る
。
天
子
正
号
の
別
名
で
あ
る
（
天
家
、
百
官
・
小
吏
之
所
称
。

天
子
無
外
、
以
天
下
為
家
、
故
称
天
家
。
天
子
正
号
之
別
名
）」
と
、
説
明
す
る
。

ま
た
天
子
の
別
称
で
あ
る
乗
輿
に
つ
い
て
、「
天
子
は
、
天
下
を
家
と
す
る
。
京
師
・
宮
室
を
常
処
と
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当

然
車
に
乗
っ
て
、
天
下
を
周
行
す
る
は
ず
だ
。
故
に
群
臣
が
乗
輿
に
託
し
て
そ
う
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
車
駕
と
い
う
こ
と
も
あ

る
（
天
子
以
天
下
為
家
、
不
以
京
師
・
宮
室
為
常
処
、
則
当
乗
車
輿
、
以
行
天
下
。
故
群
臣
託
乗
輿
以
言
之
。
或
謂
之
車
駕
）」
と
述
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べ
る
。

皇
帝＝

天
子
は
、
天
下
・
四
海
を
家
と
す
る
の
で
、
内
外
の
区
別
、
す
な
わ
ち
京
師
・
畿
内
と
そ
の
外
縁
地
域
の
区
別
は
な
い
。
京

師
・
宮
殿
を
常
処
と
せ
ず
、
車
駕
に
乗
っ
て
、
天
下
・
四
海
の
何
処
に
も
周
遊
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
天
子
が
ど
こ
に
行
っ
て

も
、
そ
の
地
が
権
力
中
枢
・
京
師
と
な
る
。

少
し
展
開
す
れ
ば
、
天
子
に
は
、
天
下
九
州
の
中
央
に
王
畿
（
畿
内
）
方
千
里
の
領
域
が
あ
り
、
そ
の
中
心
に
宮
殿
が
構
築
さ
れ
、

天
子
が
常
処
す
る
宮
城
と
都
城
が
形
成
さ
れ
る
（『
礼
記
』
王
制
篇
、『
呂
氏
春
秋
』
慎
勢
篇
、『
周
礼
』
考
工
記
匠
人
）。
と
は
い
え
天

子
に
は
内
外
の
区
別
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
天
下
を
周
遊
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
そ
の
所
在
地
が
中
枢
・
京
師
と
な
っ
た
。
宮

城
に
常
処
す
る
こ
と
と
天
下
・
四
海
を
周
遊
す
る
こ
と
が
天
子
の
政
治
的
相
互
作
用
圏
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
京
師
・
都
城
な
ど

の
都
市
に
限
定
さ
れ
な
い
天
下
の
相
互
作
用
空
間
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

天
子
常
処
と
天
下
周
遊
と
の
相
互
関
係
は
、
現
実
の
皇
帝
権
力
に
あ
っ
て
は
、
よ
り
具
体
的
な
制
度
・
装
置
を
生
み
だ
し
た
。
そ
の

実
態
を
基
調
報
告
が
対
象
と
す
る
時
代
に
近
い
隋
唐
期
を
例
に
と
り
あ
げ
、
比
較
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

天
子
常
処
の
た
め
の
装
置

天
子
に
内
外
の
区
別
が
な
い
と
は
い
え
、
通
常
は
京
師
・
宮
殿
に
常
処
す
る
。
天
子
常
処
の
た
め
の
政
治
的
装
置
と
し
て
都
城
・
宮

城
が
あ
る
。
隋
唐
時
代
に
は
⑴
西
京
大
興
城
・
長
安
城
、
⑵
東
京
・
東
都
洛
陽
城
（

帝
大
業
元
年
（
六
〇
五
）
創
建
）
か
ら
な
る
両

京
制
で
あ
っ
た
。
西
京
長
安
に
は
、
西
内
太
極
宮
・
東
内
大
明
宮
・
南
内
興
慶
宮
が
順
次
建
造
さ
れ
、
宮
城
が
三
箇
所
併
存
し
た
。

唐
に
は
い
っ
て
、
貞
観
六
年
（
六
三
二
）、
洛
陽
城
に
洛
陽
宮
が
建
造
さ
れ
、
顕
慶
元
年
（
六
五
六
）
に
は
東
都
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
る
。
則
天
武
后
の
永
昌
元
年
（
六
八
九
）
に
は
神
都
と
呼
ば
れ
、
こ
の
と
き
宮
室
・
百
司
・
市
里
・
外
城
壁
の
整
備
が
な
さ
れ
た
。

則
天
武
后
は
、
洛
陽
城
を
常
処
と
し
た
。
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開
元
十
一
年
（
七
二
三
）
に
は
、
太
原
府
に
⑶
北
都
・
晋
陽
宮
を
設
置
し
、
三
都
制
と
な
っ
た
。
北
都
太
原
府
は
、
天
宝
元
年
（
七

四
二
）
に
北
京
に
改
め
ら
れ
、
安
史
の
乱
後
の
上
元
二
年
（
七
六
一
）
に
廃
止
さ
れ
た
。
北
都
は
設
置
期
間
が
短
い
。
隋
唐
の
京
師
は
、

両
都
制
を
基
本
と
す
る
と
い
っ
て
よ
い２

）
。

常
処
の
地
た
る
べ
き
都
城
が
三
箇
所
、
そ
こ
に
五
つ
の
宮
城
が
あ
り
、
さ
ら
に
両
京
を
囲
繞
す
る
離
宮
が
二
八
箇
所
存
在
し
た３

）
。
離

宮
で
は
あ
る
が
、
華
清
宮
・
九
成
宮
に
は
、
官
庁
・
倉
庫
等
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
宮
は
、
宮
都
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。

二
つ
の
畿
内
に
あ
る
諸
宮
・
宮
城
間
に
お
い
て
、
天
子
は
常
処
す
る
と
と
も
に
ま
た
周
遊
し
、
聴
政
の
ほ
か
、
講
武
（
軍
事
演
習
）・

狩
猟
・
宴
会
を
展
開
し
、
あ
る
い
は
避
暑
地
と
し
て
居
住
し
、
常
処
と
周
遊
と
か
ら
な
る
政
治
的
相
互
作
用
圏
を
構
築
し
た
。

長
安
に
は
、
西
内
太
極
宮
、
東
内
大
明
宮
、
南
内
興
慶
宮
が
存
在
し
、
皇
帝
は
、
政
務
に
応
じ
て
三
つ
の
宮
殿
を
移
動
し
た
。
高
宗

以
後
の
皇
帝
は
通
常
、
常
処
と
い
う
べ
き
大
明
宮
で
政
務
を
と
っ
た
が
、
皇
帝
の
即
位
・
葬
送
な
ど
の
大
礼
に
は
太
極
宮
を
用
い
た
。

妹
尾
達
彦
﹇
二
〇
〇
一
﹈
の
研
究
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
皇
帝
は
、
通
常
長
安
城
東
北
に
位
置
す
る
大
明
宮
で
政
務
を
と
っ
た
た
め
、

大
明
宮
に
近
い
東
街
（
左
京
に
相
当
）
に
官
人
が
多
く
居
住
し
、
西
街
（
右
京
に
相
当
）
は
主
と
し
て
庶
民
・
外
国
人
の
居
住
す
る
地

域
と
な
っ
た
。
皇
帝
常
処
の
地
は
一
つ
の
磁
極
と
な
り
、
城
内
の
人
文
景
観
や
政
治
空
間
の
磁
場
形
成
に
大
き
く
影
響
し
た
。

以
下
に
、
も
っ
と
も
多
く
常
処
と
周
遊
を
く
り
か
え
し
た
玄
宗
の
事
例
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
か
れ
は
、
皇
帝
即
位
後
、
都
合
十

三
回
に
わ
た
っ
て
両
都
を
往
復
し
、
ま
た
地
方
を
周
遊
し
て
い
る
。
か
れ
の
所
在
地
と
そ
こ
で
挙
行
し
た
主
要
祭
祀
お
よ
び
実
施
し
た

政
策
を
ま
と
め
て
お
く
。

⑴
延
和
元
年
（
七
一
二
）
七
月
即
位
〜
開
元
五
年
（
七
一
七
）
正
月

長
安

⑵
開
元
五
年
二
月
〜
六
年
十
月

東
都

則
天
武
后
の
構
築
し
た
洛
陽
宮
を
改
修
・
復
旧

⑶
開
元
六
年
十
一
月
〜
十
年
正
月

長
安

開
元
九
年
、
宇
文
融
の
括
戸
政
策

八
十
余
万
戸
括
出
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⑷
開
元
十
年
正
月
〜
十
一
年
正
月

東
都

開
元
十
年
、
太
廟
九
室
制

十
一
年
、
北
都
巡
狩
〜

州
飛
龍
宮
〜

陰
で
后
土
祭
祀

〜
長
安

⑸
開
元
十
一
年
三
月
〜
十
二
年
十
一
月

長
安

府
兵
十
二
万
を
長
従
宿
衛
制
に
転
換

⑹
開
元
十
二
年
十
一
月
〜
十
五
年
閏
九
月

東
都

十
三
年
二
月
、

騎
十
二
万
設
置
（
募
兵
制
へ
の
転
換
）

同
年
十
一
月
、
東

巡
・
泰
山
封
禅

⑺
開
元
十
五
年
十
月
〜
十
九
年
十
月

長
安

十
六
年
正
月
、
興
慶
宮
で
聴
政
開
始

⑻
開
元
十
九
年
年
十
一
月
〜
二
十
年
十
月

東
都

『
開
元
礼
』
一
五
〇
巻
成
る

二
十
年
十
月
、
北
都
巡
狩

州
飛
龍
宮
〜
北

都
太
原
府
〜

陰
で
后
土
祭
祀
〜
長
安

⑼
開
元
二
十
年
十
二
月
〜
二
二
年
正
月

長
安

開
元
二
二
年
正
月
〜
二
四
年
九
月

東
都

二
二
年
八
月
、
裴
耀
卿
漕
運
改
革
（
正
丁
輸
送
労
働
四
百
万
丁
を
雇
用
労
働
・
兵
士

へ
転
換
）

租
調
役
制
か
ら
租
庸
調
制
へ
の
転
換
開
始

二
三
年
、
六
五
万
件
に
お
よ
ぶ
行
財
政
改
革
（
色
役
二
二
万
人
削
減
）

二
四
年
三
月
、「
度
支
長
行
旨
条
」
五
巻
施
行
（
財
務
改
革
、
定
額
制
）

開
元
二
四
年
（
七
三
六
）
九
月
〜
天
宝
十
五
載
（
七
五
六
）
六
月

長
安

天
宝
十
五
載
七
月
〜

宗
至
徳
二
載
（
七
五
七
）
十
月

蜀
郡
成
都
蒙
塵

至
徳
二
載
十
一
月
〜
上
元
二
年
（
七
六
一
）
四
月
死
去

長
安

上
皇

こ
の
間
、
玄
宗
は
、
毎
年
華
清
宮
温
湯
な
ど
湯
泉
へ
行
幸
し
て
い
る
。

東
都
洛
陽
へ
の
移
動
は
、
西
北
に
位
置
し
て
財
政
的
物
流
に
困
難
を
か
か
え
る
長
安
を
出
て
、
物
流
の
終
着
点
で
あ
る
洛
陽
に
常
処

し
、
帝
国
東
方
（
山
東
・
関
東
）
を
に
ら
ん
で
よ
り
安
定
し
た
政
務
を
実
施
す
る
た
め
で
あ
る
。
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洛
陽
滞
在
期
間
に
は
、
府
兵
衛
士
制
か
ら

騎
十
二
万
へ
の
転
換
、
漕
運
改
革
に
よ
る
正
役
の
庸
物
代
納
へ
の
転
換
（
租
調
役
制
か

ら
租
庸
調
制
へ
）、
度
支
長
行
旨
条
に
よ
る
定
額
財
政
へ
の
転
換
な
ど
、
唐
前
期
律
令
体
制
を
転
換
す
る
重
要
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。

ま
た
、
宗
廟
九
室
制
、
泰
山
封
禅
、『
開
元
礼
』
編
纂
な
ど
、
礼
楽
制
度
の
革
新
が
は
か
ら
れ
て
も
い
る
。
西
周
期
成
周
、
あ
る
い
は

後
漢
洛
陽
城
以
来
の
、
中
原
の
古
典
的
京
師
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
特
質
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

三

天
子
周
遊
の
た
め
の
装
置

天
子
周
遊
に
つ
い
て
は
、『
穆
天
子
伝
』
六
巻
の
古
伝
説
が
あ
る
。
西
晋
時
代
に
盗
掘
さ
れ
た
王
墓
か
ら
出
土
し
た
汲
塚
書
の
一
部

に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
も
の
で
、
戦
国
期
の
作
と
云
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
西
周
の
穆
王
が
西
方
崑
崙
山
に
あ
る
西
王
母
の
邦
を
訪
ね
、

さ
ら
に
各
地
を
周
遊
す
る
物
語
で
あ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
に
も
穆
王
が
天
下
周
遊
を
試
み
た
こ
と
を
記
し
て
い
る４

）
。
王
権
が
天
下
を

周
遊
す
る
の
は
、
古
い
伝
説
上
に
根
拠
が
あ
る
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
子
の
別
称
を
乗
輿
と
言
う
の
は
、
天
下
周
遊
の
た
め
の
「
駕
」
の
制
度
に
よ
る
。「
駕
」
は
、
そ
れ
自

体
が
宮
城
の
体
制
を
と
り
、
ま
さ
に
「
天
子
無
外
」
を
演
出
す
る
。

唐
代
に
は
、
天
子
の
常
処
を
「
衙
」、
周
遊
（
行
幸
・
巡
狩
）
を
「
駕
」
と
言
っ
て
区
別
し
た
（『
唐
書
』
巻
二
三
儀
衛
志
上
）。

「
駕
」
に
は
鹵
簿
と
よ
ば
れ
る
行
列
が
編
成
さ
れ
、
規
模
に
応
じ
て
大
駕
・
法
駕
・
小
駕
の
制
が
あ
っ
た
。
大
駕
の
ば
あ
い
は
文
武
百

官
・
儀
仗
隊
・
鼓
笛
隊
約
一
万
人
の
行
列
を
編
成
し
た
。
編
成
は
、
皇
帝
の
乗
る
玉
路
を
中
心
に
、
衙
門
旗
隊
・
左
右
廂
・
十
二
衞
禁

軍
を
は
じ
め
、
文
武
百
官
が
隊
列
を
な
し
、
宮
城
そ
の
ま
ま
の
構
成
を
と
っ
た
。
巡
狩
・
行
幸
中
に
は
、
宿
営
地
に
頓
舎
・
行
宮
を
設

置
し
た
。
以
下
に
具
体
事
例
を
示
す
。

⑴
大
業
元
年
（
六
〇
五
）、
隋

帝
の
江
都
巡
行
に
あ
た
り
、
龍
舟
そ
の
他
の
諸
艦
が
建
造
さ
れ
た
。
龍
舟
・
諸
艦
の
編
成
は
、
そ

れ
自
体
、
朝
廷
・
宮
殿
の
構
造
を
現
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
龍
舟
は
、
四
層
で
で
き
て
お
り
、
最
上
層
は
正
殿
・
内
殿
・
東
西
朝
堂
、

四
九

「
天
子
無
外
」



中
二
層
に
は
一
二
〇
房
が
設
置
さ
れ
、
下
層
に
は
内
侍
（
宦
官
）
が
待
機
し
た
。
諸
艦
船
に
は
、
皇
后
の
専
用
艦
船
、
官
人
用
艦
船
、

十
二
衛
禁
軍
兵
士
用
艦
船
な
ど
が
あ
り
、
艦
船
は
数
珠
つ
な
ぎ
で
一
〇
〇
㌔
に
及
ん
だ５

）
。

⑵
皇
帝
親
征
に
よ
る
軍
事
遠
征
に
さ
い
し
て
、
皇
帝
の
幕
営
を
中
心
に
京
師
と
し
て
の
政
治
的
諸
装
置
が
集
積
さ
れ
た
。
隋
大
業
八

年
（
六
一
二
）
の
高
句
麗
遠
征
軍
一
一
三
万
三
八
〇
〇
人
の
「
御
営
内
に
十
二
衛
・
三
台
・
五
省
・
九
寺
を
合
し
」、
皇
帝
の
幕
営
自

体
が
京
師
・
政
治
都
市
の
編
成
を
と
っ
た６

）
。

⑶
唐
貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）
の
高
句
麗
遠
征
に
際
し
、
太
宗
の
軍
営
が
朝
堂
（
闕
門
）
を
備
え
た
宮
殿
の
構
成
を
と
っ
た
。

帝

親
征
と
同
様
に
幕
営
に
政
治
諸
装
置
が
集
積
さ
れ
た
と
み
て
よ
い７

）
。

⑷
東
巡
・
泰
山
封
禅

「
五
載
一
巡
狩
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
礼
制
上
天
子
の
地
方
視
察
は
、
五
年
に
一
度
と
さ
れ
た
。
東
巡
・

泰
山
封
禅
は
、
東
西
南
北
巡
狩
の
一
環
で
あ
り
、『
尚
書
』
舜
典
を
典
故
と
す
る８

）
。

泰
山
で
の
封
禅
は
高
宗
と
玄
宗
が
実
施
し
て
い
る
。
封
禅
は
、
天
下
泰
平
を
天
に
告
げ
、
政
治
秩
序
の
永
続
を
祈
る
一
世
一
代
の
祭

儀
で
あ
る
。
山
下
に
斎
宮
（
行
宮
）
を
建
造
し
、
宮
前
に
朝

壇
を
設
置
し
、
祭
儀
は
斎
宮
を
拠
点
に
進
め
ら
れ
た
。

高
宗
の
封
禅
は
、
麟
徳
三
年
（
六
六
六
）
正
月
に
挙
行
さ
れ
た
（
以
下
乾
封
封
禅
は
、
笠
松
哲
﹇
二
〇
〇
九
﹈
に
よ
る
）。
車
駕
は
、

二
年
十
月
二
八
日
、
東
都
洛
陽
出
発
、
文
武
百
官
・
儀
仗
の
隊
列
は
数
百
里
（
約
一
五
〇
㌔
）
に
わ
た
っ
て
連
な
っ
た
。
十
二
月
十
九

日
、
泰
山
到
着
。
乾
封
封
禅
は
、
麟
徳
三
年
正
月
朔
日
、
①
泰
山
の
山
麓
で
上
帝
祭
祀
（
高
祖
・
太
宗
を
合
わ
せ
祀
る
。
封
祀
礼
）、

正
月
二
日
、
②
山
頂
で
の
玉
策
の
封
蔵
（
登
封
礼
）、
三
日
、
③
社
首
山
で
の
皇
地
祇
祭
祀
（
高
祖
后
・
太
宗
后
を
配
祀
す
る
。
降
禅

礼
）、
五
日
、
④
朝

壇
で
の
文
武
百
官
お
よ
び
周
辺
諸
国
・
諸
族
と
の
会
同
儀
礼
（
朝

礼
）
と
い
う
四
種
の
儀
礼
か
ら
構
成
さ
れ

た
。
祭
儀
終
了
の
五
日
に
は
、
天
下
に
大
赦
が
下
さ
れ
、
乾
封
と
改
元
さ
れ
た
。

会
同
儀
礼
は
、
単
に
君
臣
関
係
の
再
認
儀
礼
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
唐
の
天
子
の
主
宰
の
も
と
に
天
に
対
し
て
諸
国
諸
民
族
が
政
治

的
秩
序
の
再
構
築
を
誓
う
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
封
禅
に
は
、
突

・
波
斯
・
天
竺
諸
国
が
参
加
し
、
ま
た
劉
仁
軌
に
率
い
ら
れ
た
新

五
〇



羅
・
百
済
・
耽
羅
・
倭
国
の
使
者
の
ほ
か
、
高
句
麗
か
ら
も
太
子
が
派
遣
さ
れ
、
盟
誓
に
参
加
し
た
。
そ
れ
は
、
龍
朔
三
年
（
天
智
二

年
、
六
六
三
）
の
白
村
江
の
戦
後
講
和
を
か
ね
た
盟
誓
祭
儀
と
な
っ
た
。
泰
山
山
下
は
、
半
月
あ
ま
り
諸
国
・
諸
民
族
の
集
合
す
る
一

大
政
治
都
市
と
な
っ
た
。

玄
宗
開
元
十
三
年
の
封
禅
も
祭
儀
の
基
本
は
、
高
宗
の
封
禅
に
な
ら
う
。
た
だ
朝

壇
は
設
け
ら
れ
ず
、
帷
幄
を
は
り
め
ぐ
ら
し
た

帳
殿
が
し
つ
ら
え
ら
れ
た９

）
。
車
駕
が
東
都
洛
陽
を
出
発
し
た
の
は
、
十
月
十
一
日
、
百
官
・
周
辺
諸
族
首
長
が
従
行
し
、
宿
泊
地
の
置

頓
で
は
数
十
里
（
約
十
五
㌔
）
に
わ
た
っ
て
人
畜
が
野
を
被
い
、
担
当
官
司
が
車
に
積
む
祭
儀
用
諸
物
は
数
百
里
（
約
一
五
〇
㌔
）
の

間
に
連
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
十
一
月
六
日
泰
山
に
到
着
、
九
日
冬
至
、
法
駕
を
整
え
て
山
下
到
着
、
そ
の
日
に
①
封
祀
礼
を
、
十
日

に
②
登
封
礼
を
、
十
一
日
に
③
降
禅
礼
を
、
十
二
日
に
④
朝

礼
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
行
し
て
い
る
。
祭
儀
に
は
、
突

・
大
食
・
五
天

竺
・
契
丹
・
日
本
・
新
羅
等
諸
国
や
諸
族
首
長
が
参
列
し
た
。

天
子
周
遊
に
あ
っ
て
は
、
祭
祀
・
巡
狩
・
軍
役
に
か
か
わ
ら
ず
、
宮
城
・
京
師
の
政
治
都
市
そ
の
も
の
が
天
子
と
と
も
に
移
動
し
た
。

そ
の
影
響
は
甚
大
で
あ
り
、
隋
朝
の
よ
う
に
王
朝
崩
壊
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
。
天
子
の
別
称
で
あ
る
乗
輿
は
、
ま
さ
に
「
天
子
無

外
」
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。

四

小
結

中
国
の
王
権
は
、
北
極
星
が
一
地
に
居
て
移
ら
ず
、
そ
の
周
辺
を
衆
星
が
め
ぐ
る
よ
う
に
、
徳
に
よ
る
無
為
の
統
治
を
お
こ
な
い
、

民
衆
が
天
子
を
お
し
戴
く
こ
と
を
理
想
と
す
る
（『
論
語
』
為
政
篇
）。
こ
の
理
想
か
ら
い
え
ば
、
皇
帝
・
天
子
は
常
処
し
て
移
動
し
な

い
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
の
王
権
は
、
常
処
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
移
動
し
た
。

隋
唐
期
の
皇
帝
・
天
子
は
、
都
城
の
常
処
と
天
下
周
遊
と
を
つ
う
じ
て
そ
の
権
力
を
行
使
し
た
。
都
城
の
常
処
に
お
い
て
も
、
皇
帝

は
数
箇
所
の
宮
城
と
そ
れ
ら
を
囲
繞
す
る
数
十
箇
所
の
離
宮
・
宮
都
の
間
を
移
動
し
、
朝
政
を
主
宰
し
た
。
ま
た
西
京
長
安
周
辺
は
、

五
一

「
天
子
無
外
」



豊
饒
の
地
で
あ
っ
た
が
、
首
都
の
膨
大
な
食
糧
需
要
を
ま
か
な
う
に
は
十
全
と
は
い
え
ず
、
皇
帝
は
時
に
「
就
食
（
食
に
あ
り
つ
く
）」

の
た
め
に
東
都
洛
陽
に
移
動
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
徳
治
を
標
榜
す
る
余
裕
が
な
い
こ
と
も
往
往
起
こ
り
え
た
の
で
あ
る
。

天
下
周
遊
に
さ
い
し
て
は
、
周
遊
中
の
隊
列
、
軍
営
の
組
織
・
編
成
は
、
常
処
の
宮
城
・
朝
政
と
同
様
の
編
成
を
と
り
、
そ
の
政
治

都
市
機
能
、
軍
事
機
能
は
膨
大
な
食
糧
・
家
畜
と
と
も
に
各
地
を
移
動
し
、
宿
営
地
・
行
宮
所
在
地
に
は
に
わ
か
に
政
治
都
市
が
出
現

し
た
。

常
処
と
周
遊
と
の
相
互
関
係
を
つ
う
じ
て
、
皇
帝
は
政
治
的
相
互
作
用
空
間
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
の
何
処
に
あ
っ
て
も
政
治
的
磁
極

と
な
っ
て
、
強
力
・
無
力
の
差
は
あ
れ
、
天
下
の
政
治
的
磁
界
を
創
発
し
た
。
こ
れ
が
「
天
子
無
外
」
の
謂
い
で
あ
る
。

註１
）
『
春
秋
公
羊
伝
』

公
元
年
十
二
月
条
に
「
祭
伯
來
。
祭
伯
者

何
。
天
子
之
大
夫
也
。
何
以
不

使
、
奔
也
。
奔
則

為
不
言
奔
。

王
者
無
外
、
言
奔
、
則
有
外
之
辭
也
」
と
あ
る
。
ま
た
『
春
秋
』

僖
公
二
四
年
経
に
「
冬
、
天
王
出
居
于
鄭
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公

羊
伝
』
に
「
王
者
無
外
、
此
其
言
出
、
何
。
不
能
乎
母
也
」
と
あ

る
。
ま
た
そ
の
『
左
伝
』
杜
預
集
解
に
「
襄
王
也
。
天
子
以
天
下

為
家
、
故
所
在
称
居
。
天
子
無
外
、
而
書
出
者
、
譏
王
蔽
於
匹
夫

之
孝
、
不
顧
天
下
之
重
。
因
其
辟
母
弟
之
難
、
書
出
。
言
自
絶
於

周
」
と
あ
り
、
孔
穎
達
正
義
は
さ
ら
に
展
開
し
て
、「
出
居
、
実

出
奔
也
。
出
謂
出
畿
内
、
居
若
移
居
然
。
天
子
以
天
下
為
家
、
所

在
皆
得
安
居
、
故
別
立
此
名
」
と
解
釈
す
る
。

２
）

な
お
、
開
元
九
年
（
七
二
一
）
に
は
、
蒲
州
を
河
中
府
と
し
中

都
を
設
置
し
た
が
、
そ
の
年
廃
止
し
て
い
る
。
ま
た
安
史
の
乱
の

勃
発
に
と
も
な
っ
て
、
粛
宗
至
徳
二
載
（
七
五
七
）
に
は
、
蜀
郡

を
南
京
、
鳳
翔
府
を
西
京
、
西
京
長
安
を
中
京
と
す
る
三
京
制
、

さ
ら
に
元
年
（
無
年
号

七
六
二
）
に
は
京
兆
府
を
上
都
、
河
南

府
を
東
都
、
鳳
翔
府
を
西
都
、
江
陵
府
を
南
都
、
太
原
府
を
北
都

と
す
る
五
都
制
を
施
行
す
る
な
ど
、
京
師
制
度
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変

化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
都
城
・
京
師
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
顧

炎
武
『
歴
代
宅
京
記
』
二
十
巻
（
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。

３
）
『
唐
書
』
巻
三
七
地
理
志
一
関
内
道
、
巻
三
八
地
理
志
二
河
南

道
、
巻
三
九
地
理
志
三
河
東
道
に
は
、
以
下
の
宮
殿
が
著
録
さ
れ

て
い
る
。
⑴
上
都

京
兆
府
万
年
県
①
南
望
春
宮
、
②
北
望
春
宮
、

長
安
県
③
大
安
宮
、
④
太
和
宮
、
咸
陽
県
⑤
望
賢
宮
、

南
県
⑥

遊
龍
宮
、
照
応
県
⑦
華
清
宮
（
羅
城
、
百
司
を
設
置
）、
高
陵
県

⑧
龍
躍
宮
、
藍
田
県
⑨
万
全
宮
、
武
功
県

慶
善
宮
、
華
元
県

永
安
宮

華
州
鄭
県

神
台
宮
、
華
陰
県

瓊
岳
宮
、

金
城
宮

五
二



同
州

県

興
徳
宮
、
朝
邑
県

長
春
宮
、
鳳
翔
府
麟
遊
県

九
成
宮
（
禁
苑
・
府
庫
・
官
司
設
置
）、

永
安
宮
、
坊
州
宜
君

県

仁
智
宮

⑵
東
都

洛
陽
①
上
陽
宮
（
禁
苑
東
部
、
高
宗
末
年
常
居
聴

政
）、
河
南
府

池
県
②
紫
桂
宮
、
福
昌
県
③
蘭
昌
宮
、
永
寧
県

④
崎
岫
宮
、
⑤
蘭
峰
宮
、
寿
安
県
⑥
連
昌
宮
、
⑦
興
泰
宮
、
汝
州

臨
汝
県
⑧
清
暑
宮

⑶
河
東
道

州
上
党
県
飛
龍
宮
（
玄
宗
旧
宅
）

４
）
『
春
秋
左
氏
伝
』
召
公
十
二
年
条
に
「
昔
穆
王
欲
肆
其
心
、
周

行
天
下
、
將
皆
必
有
車
轍
馬
跡
焉
。
祭
公
謀
父
作
祈
招
之
詩
、
以

止
王
心
。
王
是
以
獲

於

宮
」
と
あ
る
。

５
）
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
八
〇

帝
大
業
元
年
条
に
「
三
月
、
丁
未

（
十
七
日
）、
詔
楊
素
與
納
言
楊
達
・
將
作
大
匠
宇
文
愷
、
營
建

東
京
、
毎
月
役
丁
二
百
萬
人
、

洛
州
郭
内
居
民
及
諸
州
富
商
大

數
萬
戸
以
實
之
。
…
…
自
長
安
至
江
都
、
置
離
宮
四
十
余
所
。

庚
申
、
遣
黄
門
侍
郎
王
弘
等
、
往
江
南
造
龍
舟
及

船
數
萬
艘
。

…
…
八
月
、
壬
寅
（
十
五
日
）、
上
行
幸
江
都
、
發
顯
仁
宮
、
王

弘
遣
龍
舟
奉
迎
。
乙
巳
（
十
八
日
）、
上
御
小
朱
航
、
自
漕
渠
出

洛
口
、
御
龍
舟
。
龍
舟
四
重
、
高
四
十
五
尺
、
長
二
百
丈
。
上
重

有
正
殿
・
内
殿
・
東
西
朝
堂
、
中
二
重
有
百
二
十
房
、
皆
飾
以
金

玉
、
下
重
内
侍
處
之
。
皇
后
乘
翔

舟
、
制
度
差
小
、
而

飾
無

異
。
…
…
又
有
平
乘
・
青
龍
・
艨
艟
・

爰
・
八
櫂
・
艇
舸
等
數

千
艘
、
併
十
二
衛
兵
乘
之
、
併
載
兵
器
帳
幕
、
兵
士
自
引
、
不
給

夫
。
舳
艫
相
接
二
百
余
里
、
照
耀
川
陸
、
騎
兵

兩
岸
而
行
、

旗
蔽
野
」
と
あ
る
。

６
）
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
八
一

帝
大
業
八
年
（
六
一
二
）
正
月
条

に
「
癸
未
（
三
日
）、
第
一
軍
發
。
日
遣
一
軍
、
相
去
四
十
里
、

連
營
漸
進
。
終
四
十
日
、
發
乃
盡
、
首
尾
相

、
鼓
角
相
聞
、

旗
亙
九
百
六
十
里
。
御
營
内
合
十
二
衛
・
三
台
・
五
省
・
九
寺
、

分

内
外
前
後
左
右
六
軍
、
次
後
發
、
又
亙
八
十
里
。
近
古
出
師

之
盛
、
未
之
有
也
」
と
あ
る
。

７
）
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
上
東
夷
伝
高
句
麗
条
貞
観
十
九
年
条
に

「
太
宗
夜
召
諸
將
、
躬
自
指
麾
。
遣
李

率
歩
騎
一
萬
五
千
、
於

城
西
嶺
為
陣
。
長
孫
無
忌
率
牛
進
達
等
精
兵
一
萬
一
千
以
為
奇
兵
、

自
山
北
於
狹
谷
出
、
以
衝
其
後
。
太
宗
自
將
歩
騎
四
千
、

鼓
角
、

幟
、
趨
賊
營
北
高
峰
之
上
。
令
諸
軍
聞
鼓
角
聲
而
齊

。
因

令
所
司
、
張
受
降
幕
於
朝
堂
之
側
、
曰
、
明
日
午
時
、
納
降
虜
於

此
矣
。
遂
率
軍
而
進
」
と
あ
る
。

８
）
『
尚
書
』
舜
典
第
二
に
「
歳
二
月
、
東
巡
守
、
至
于
岱
宗
柴
、

望
秩
于
山
川
、
肆

東
后
。
…
…
五
載
一
巡
守
、
群
后
四
朝
、
敷

奏
以
言
、
明
試
以
功
、
車
服
以
庸
」
と
あ
る
。

９
）
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
二
開
元
十
三
年
十
一
月
条
に
「
壬
辰

（
十
二
日
）、
上
御
帳
殿
受
朝

（
胡
三
省
注：

野
次
連
幄
以
為

殿
、
因
謂
之
帳
殿
）」
と
あ
る
。

﹇
参
考
文
献
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年
「
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」『
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』
第
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一
巻
第
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〇
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一
年
『
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安
の
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画
』
講
談
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選
書
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チ
エ
）

渡
辺
信
一
郎
二
〇
〇
三
年
『
中
国
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代
の
王
権
と
天
下
秩
序

日
中

比
較
史
の
視
点
か
ら
』
校
倉
書
房

渡
辺
信
一
郎
二
〇
一
〇
年
『
中
国
古
代
の
財
政
と
国
家
』
汲
古
書
院

五
三

「
天
子
無
外
」


